
 

 

「幼児期の教育」：教育基本法第１１条が示す「幼児期」とは満１歳から就学前までの時期を指します 

が、本カリキュラムにおいては、満３～５歳までを対象としています。 

「教育」    ：義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、満３歳以上の子どもに対して

法律で定める学校において行われる教育を言います。 

「保育」    ：保育を必要とする子どもに対して行われる児童福祉法に規定する保育を言います。 

「教育及び保育」：「教育・保育」と示します。 
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